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資料1－1  

親族優先提供に関する議論の状況について  

【検討状況】  

【これまでに検討された項目】   

1 親族の範囲等について   

・親族の範囲   

・養子や事実婚の取扱い   

2 意思表示内容について  

t 特定の親族を指定した意思表示の取扱い   

・親族への限定提供意思の取扱い   

・親族優先提供の意思表示が可能となる年齢  など   

3 意思表示方法について  

■ 臓器提供意思登録システムの活用  
ドナーカード等への記載   

4 親族関係の確認方法について   

・公的証明書を用いた確認   

・公的証明書が入手困難な場合のあっせん手続き   



「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針（ガイドライン）の一部改正（案）」（概要）について  

1 改正の趣旨   

臓器の移植に関する法律（平成9年法律第104号）については、第171回通常国会において、本人意思が不明な場合であっても、  

家族の承諾により脳死判定・臓器摘出を可能とすることや、臓器提供の意思に併せて書面により親族への臓器の優先提供の意思を表示す  

ることができること等を内容とする、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律（平成21年法律第83号）が可決・成立しました。   

改正法の施行は、公布の日から1年を経過した日とされていますが、親族への臓器の優先提供に関する規定については、公布の日から  

半年を経過した日に施行されることとなっているため、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針（ガイドライン）（平成9年10月  
8日付け健医発第1329号厚生省保健医療局長通知）について所要の改正を行うものです。   

2 改正の概要（※改正内容の基本的な考え方Iこついては、別紙参照）   

① 親族に対し臓器を優先的に提供する意思の表示に閲し、15歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこと。  

＜改正箇所＞臓器の移植に関する法律の運用に関する指針 第1  

② 親族に対し臓器を優先的に提供する意思の表示に関する規定を新たに追加することに伴い、臓器の提供先を指定する意思が書面に   
より表示されていた場合についての規定を削除すること。  

＜改正箇所＞臓器の移植に関する法律の運用に関する指針 第1  

③ 親族に対し臓器を優先的に提供する意思の表示について、以下のとおり規定すること。  

＜改正箇所＞臓器の移植に関する法律の運用に関する指針（新設）  

ア 親族の範囲  

臓器を優先的に提供する意思表示に関して法に規定する「親族」の範囲については、立法者の意思を踏まえて限定的に解釈し、   

配偶者、子及び父母（特別養子縁組以外の縁組による養子及び養父母、並びに届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情   

にある者を除く。）とすること。  

札   



イ 意思表示の方法  

親族に対し臓器を優先的に提供する意思の表示は、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思に併せて、書面   

により表示することができること。また、特定の親族を指定し、臓器を優先的に提供する意思が書面により表示されていた場合は、   
当該臓器を当該親族を含む親族へ優先的に提供する意思表示として取り扱うこと。  

り 親族関係等の確認  

親族への優先的な臓器のあっせんに際しては、親族関係及び当該親族本人であることについて、公的証明書により確認すること。  

移植希望者（レシピエント）の選択の際に親族関係を確認できる公的証明書の入手が困難であることが明らかな場合には、入手   

可能なその他の公的証明書の情報及び家族・遺族（複数が望ましい。）からの証言により、移植希望者（レシピエント）の選択を   

開始して差し支えないこと。ただし、可能な限り速やかに親族関係を確認できる公的証明書により確認すること。   

エ 留意事項   

・医学的な理由等から、必ずしも親族に対し移植術が行われるとは限らないこと。   

・臓器を提供する意思に併せて、親族以外の者に対し当該臓器を優先的に提供する意思が書面により表示されていた場合は、優先  

提供に係る意思表示は無効であり、単に臓器を提供する意思表示として取り扱うこと。   

・臓器の提供先を限定する意思が書面により表示されていた場合は、親族に限定する場合も含め、脳死・心臓死の区別や臓器の別  

に関わらず、当該意思表示を行った者に対する法に基づく脳死判定及びその着からの臓器摘出は見合わせること。   

④ コーディネーターは、臓器を提供する意思を表示していた者が、併せて親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を表示してい   

たか否かについて書面により確認すること。  

確認された場合には、親族への優先提供に関して必要な説明を行うとともに、該当する親族及び当該親族の移植希望者（レシピエ   

ント）登録の有無について把握すること。  

＜改正箇所＞臓器の移植に関する法律の運用に関する指針 第4   

3 根拠規定   

臓器の移植に関する法律   

4 施行日  

平成22年1月17日   



匝頭  

（参考）主なガイドラインの改正点に関する基本的考え方  

○親族の範囲等について  

ガイドラインの内容   基本的考え方   

親族の範囲については、「配偶者、子及び父  ・改正法の国会審議において、親族の範囲については、立法者から「親子及び配偶者」と明確に答弁され   
母とする」   ていること。  

・改正法の国会審議において、立法者から「臓器移植の公平性の原則に極力抵触しないような仕組みに  

する必要がある」との答弁がされていること。  

・臓器売買の防止等の観点からは、範囲をできるだけ狭く解すべきであること。  

・家族概念の最小単位としては、「婚姻関係」と「親子関係」が考えられることから、立法者による「配偶者  

及び親、子」の意思は妥当と考えられること。   

養子縁組については、特別養子縁組（※）以  ・成年養子を広く認める日本の養子縁組制度の下では、臓器売買等の危険性を考えると、養子縁組につ   
外の縁組による養子及び養父母は除く。   いては限定的に取り扱うべきであること。  

一要件が厳しく、実方の親子関係を終了させる特別養子縁組については、親族優先提供の範囲に含める  

こととして差し支えないと考えられること。   

配偶者については、法律上婚姻関係にある  ■事実婚は、法律婚と同様の権利を認めるという流れにあるが、その関係を形式だけでなく、安定性も含め   

者とし、届出をしていないが、事実上婚姻関  て統一的に確認することは困難であり、臓器移植の場面において、事実婚は確認が困難であること。   

係と同様の事情にある者は除く。   ・法律上の地位を差別する趣旨ではないが、臓器移植においては法律婚に限定すべきと考えられること。   

（※）子の利益のため特に必要と認められる場合に、家庭裁判所の審判により成立する養子縁組。実方の父母等との親族関係が終了する。   



○意思表示の方法について  

ガイドラインの内容   基本的考え方   

特定の親族を指定した意思表示について  ・親族優先提供の意思表示は移植機会の公平の特例であることや運用上のトラブルを防ぐ必要があるこ   

は、当該親族を含む親族へ優先的に提供す  とを踏まえ、特定の親族を指定した意思表示があった場合には、順位付けがある場合も含め、指定され   

る意思表示として取り扱うこと。   た親族を含む親族一般への優先提供意思と解すべきであること。  

暮優先提供の対象親族が複数人となる場合は、移植希望者（レシピエント）選択基準に従って医学的に優  

先順位を決定すべきであること。   

○留意事項について  

ガイドラインの内容  基本的考え方  

臓器の提供先を限定する意思（※）が表示さ  

れていた場合は、親族に限定する場合も含  

め、当該意思表示を行った者に対する法に  

基づく脳死判定及びその青からの臓器摘出  

は見合わせること。   

※親族以外への第三者への提供を拒否する意  

思が明確に認められる場合。  

■親族優先提供の意思表示は、臓器提供の意思表示に併せて行うことができるとされていること。  

・したがって、臓器の提供先を限定し、その他の者に臓器が提供されることを拒否する意思が明らかな場  

合には、親族への優先提供意思の前提となる臓器提供の意思が無いと解し、臓器提供を行うべきでは  

ないこと。   



親族優先提供の意思表示について  

1．臓器提供の意思表示を行う仕組み  

○ 現在の臓器提供の意思表示を行う手段   

① 臓器提供意思登録システム（インターネット上で意思を登録）   

② 臓器提供意思表示カードやシール（ドナーカード）   

③ 健康保険証の記入欄   

○ 臓器移植委員会における議論を踏まえ、親族優先提供の意思表示を行うため、   

上記の手段をどのように活用し、周知を図っていけばよいか。  

※臓器移植委員会における議論   

【親族優先提供の実施に向けた課題】   

・可能な限りシステムを利用していただいてはどうか。   

・現行ドナーカードやシールには、余白へ記載をしていただいてはどうか。   

・親族優先提供の意思表示は、制度を十分に理解した上で、記載していただ  

く必要があるのではないか。  

【今後の課題】   

・新しいカード・シールの作成については、来年7月施行部分lこ関する諸課  

題についての検討状況も踏まえながら、引き続き検討してはどうか。  

2．意思表示の方法  

○ 親族優先提供の意思は、具体的に、どのように表示（記載）していただくよう、   

周知していくか。   

※パブリックコメントにおいて提示している考え方のうち、臓器移植委員会に  

おいて、周知にあたって留意すべきとされた事項   

・「親族」と書いていただくが、「個人名」記載も特に排除しない。   

・特定親族名を書いた場合も、親族全体を優先すると取り扱う。   

・親族も含め提供先を限定する意思表示は行えない。  

（参考）臓器移植委員会等における議論  

「親族」の表示、「個人名」の表示のいずれであっても、臓器提供の場面に  

おいて親族関係を確認する必要があり、実務上の手間は変わらない。  

具体的なレシピエントの存在を思い浮かべて個人名を書くことも多いが、  

その場合も親族全体への優先提供意思と取り扱うことについて、しっかりと  

周知すべき。   



資料3－1  

親族優先提供に関してお伝えする内容（案）  

注；以下の内容は、パブリックコメントでお示ししている考え方をもとに作成。  

1．「親族優先」とl亭  

○ これまでは、臓器提供の意思を表示する際に、移植を受ける側を選ぶことはできませ   

んでした。   

○ 今後は、臓器提供の意思にあわせて、親族に優先的に提供する意思表示を行うと、   

親族の方を他の方よりも優先して、移植が行われるようになります。  

具体的には、以下の順で移植が行われることになります。   

（D親族に移植希望登録をされている方がいれば、その方  

②親族以外の方   

○ ただし、親族に優先的に提供する意思表示があっても、以下の場合には、親族への   

移植が行われません。  

①移植希望の登録をしている親族がいない場合  

②医学的な条件を満たさない場合  

2∴意思表示ができる方   

15歳以上の方が、臓器提供の意思にあわせて行うことができます。  

3．優先提供の対象となる「親族」の範囲  

あなたの配偶者、子ども、父母です。  

・配偶者（婚姻届を出されている方を指します。いわゆる事実婚の方は含まれません。）  

・親子（実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を指します。）  

4．意思表示の手順  

○ 意思表示を行う手段  

（D（社）日本臓器移植ネットワークのホームページから意思登録をする  

臓器提供意思登録サイトから、意思登録を簡単な手続きで行うことができます。  

登録サイト上で意思登録を行うと、その内容を印刷したカードを郵送しますので、ご  

署名のうえで、大切にお持ちください。  

すでに意思登録カードを所持している方で、親族優先提供の意思表示を追加したい  

場合は、登録サイト上で登録内容の変更をしてください。新しいカードを郵送します。  

モバイル用サイト：htt  パソコン用サイト：htt  ：／／www．  ：／／www．  OtnW．0「．   OtnW．0「．  



②臓器提供意思表示カードや健康保険証などの意思表示欄に記入する  

インターネットに接続されたパソコンをお持ちでないなど、①の方法で意思登録を行  

うことが難しい場合には、意思表示カードや、健康保険証などの意思表示欄に記入す  

ることもできます。   

○ 意思表示の方法  

登録サイトの場合には、親族以外の方への提供意思をチェックした後に、親族優先に   

関する留意事項に同意いただいた上で、「親族優先」の項目をチェックしてください。  

意思表示カードや保険証の意思表示欄に記入する場合には、親族以外の方への提   

供意思を記入した後に、余白に「親族優先」と記載してください（個人名も記載できますが、   

その取扱いについては下記をごらんください）。   

○ 意思表示に当たっての留意事項  

・「親族だけに提供し、その他の方には提供しない」という意思表示はできません。  

臓器提供そのものができなくなります   

t 優先提供する親族の「指定」や、「順位をつける」ことはできません。  

配偶者、子及び父母の個人名を記載することもできますが、その方以外も含めた親  

族への提供意思と取り扱われます。  

5．注意事項  

○ ご本人が実際に臓器提供者となられた場合に、親族へ優先的に提供する手続きにつ   

いては、移植コーディネーターよりご家族に説明いたしますが、移植を受ける方との家   

族関係を証明する公的証明書による確認が必要となります。   

○ 親族への優先提供の意思により、提供を受けられる親族の方が2名以上となった場   

合には、医学的な優先度によって提供順位を決定します。   

○ 親族への優先提供の意思表示は、1月17日の前にも行うことができますが、1月17   

日以降に有効となります。   



■臓器提供意思登録システムにおけるイメージ  

3 親族優先提供の説明  1提供意思の入力  

は、脳死の判定に従い、脳死後、移植のプ引こ を選択した脂岩を指牒します  
冨】尺したr・那繹は描†具しよ甘んJ  

回すべて（心E、膵、厭騒、腎E、鰐E、小農）を提供します○  

・心腹 ○  〉  ・肺  O  Y   

・肝臓 ○  ｝  ・腎臓 0  v   

・膵膿 0  ｝  ・・j、脂 ○  〉   

．眼球・㌢ ・その他 

昭叩、そ・て〕他は、こ草直面で膚才月寸三ことはできまセル 
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平成22年1月17日より、新たに、臓器  

提供の意思に併せて、親族に対し臓器  

を優先的に提供する意思を表示できる  

ことになりました。   

親族への優先提供を希望する場合に  

は、注意事項をお読みいただき、同意し  

たうえでご登録ください。  

なお郵1差引1′三、カー「には印刷きれ王すロ－で二自昂でし二1、γ二憲己入しノて′た言い√  

は、心房か停止した死後、移植の為に を道都した昂器をほ牒します  

ニ勘呵した仁玉器は】ご1貧しよゼ／l．〉  

ぺてく腎臓ご■膵藍）‘首謀俣じ王■  

・脾腹 ○  ｝   

■その他点  

・腎過  ○  〉   

●眼球  

・；：昭持そtl他局 こエー画面で遠視す三，ことはできま甘ん． 

1言方垂F迂封1≡．力十には印刷され£すので、ご白身で〔：ン壱己ノ＼して－、′たさし1，  

□〕．弘は、絹儲薫満雄しません  

引～‡宇・モの他は膵く  

2 個人情報の入力  

メールの配信  希望する回  

今後の普及啓発に役立てるため、この登録ワイトをお知りになったきっかけを敢えてくたさい。  

登録サイトをお知りになったきっかナ  根索サイト   

上記の選択肢に無い場合  

「次へ」をクリックすると親族優先提供の説明画面に進みます  



4 注意事項への同意   

親族優先を選択する場合の注意事項   

3．優先提供が行われない場合   

もあります   

・（社）日本臓器移植ネットワーク   

に移植希望者の登録をしていな   

い場合   

・医学的条件を満たさない場合   

（血液型が合わないなど）   

これらの場合は、（社）日本臓器移  

植ネットワークに登録されている方  

に提供されます。  

同意すると親族優先提供の  

意思登録画面に進みます   

1  
登録画面へ   



【親族優先提供を選択した場合の確認画面】  

5 親族優先提供の意思登録  
1 ト†㍍示守り一J▼  

臓署封封共意思豊鰻  

Ti己ししりり竜■仁山主1扶よ、l。J二心l＝llJl送1畠」l∵㌧・L二叫ノノニJlノ（ノ・封立   

100hdn｝一てVl一十Rネ・．一■千‖用小下、l不十L†＝1I亀有W，1Jr椚・∨巨†司与∴J刊則「リ1▲rl′L－「し、〔貫小碍1穫71寸 丁字｛・声｛丁■  

諷佃．1サ宇手記わ二田′r＝．ナ．．＼正」い声訂わH・丁‾チ1－1、十長吉わ制l千寸．▼小間言コ両面丁■甘〒サ甘l′声〒『1ナ「し’・十已．ミ  

には左折封lた用〒にこ頓正に甘一三P・）聖川寸ミこ1／∴・丁さい」ん T誌面庇⊥て文アわ・正l 芥記封l－一い十托こにl」イ  
カ画面l」戻ノl二、止し 式孟己Jll′乙史＝㌻〔ノ、、ノJl．／▲リノ・二立L！心」．二、／こJII。Wll■JuⅥi＼lゝし8、りノ■′ルーぷ瀾山麗し111  

までこ世路ことぉ／川lトナJル．l－琳＼ノニュい∩   

け〕払肛黙撒の判芹に征し、、脳死徳∴り用の為に て【引んた邑電器を？計供し芳す  

しL、椙1・（帖＝・リ＝l甘・H利昭・・rf聾l芯・小網  

：川1享・ト山化・・訂lれレり軌ぺ111′■りJ．tり1ノ   

両地は・心組小†苧1Lし7こ死は、捌助わに て餌ん′淵器引足…し‡す  

・、腎臓j・1隠l制   

：那＝け・軍打）仇・・・口りの芦l臥てlて一ク，リf十りり  

3 払は、良盲旨旨をI蒜似しません  

＊私は、親族への優先提供を希望します。  

サイトをあ知りになったきっかけ    リーフレソト「伝わるここぅ つ′fが亘・串」  

【臓器提供意思登録カード】  

柑：T直昏召師岡  親族優先提供に関す  
るすべての注意事項に  
同意し、  

「登録する」を選択した  

場合のみカードに印字   

①ご貨黒部篭）脾む朋の為に（て肌だ温器モ鼎宍       ）くなつけ／こ臓器は掛共し排せん）   

⑲・㊥・㊥・㊥・㊥・⑲・眼抜・その他（）  

：－・・・ ‥：一・・  、   
㊥・㊧・闘・その他（  

3 弘は・腿器せ捉倶し諷甘ん  

署名年月【∃  年  月  日  

本人芸名（自筆二）  

寄：族雷名（白三戸） 



■本登録を済ませた方の場合  

【“閲覧・変更・削除”をクリックした場合の画面】  

回1弘は、脳死の判定に従い、脳死後、桝・の捌こ を選朋した幅器を提撥しま可  

しく女．軍挿しr「．篭詣は‡封冒し」せんJ  

回すべて（心E、肺、府民、腎E、烏臣、小鳥〉を提供し圭す○  

●心腹 ○  〉  ●肺  ○  〉  

・肝臓 O  Y  ・腎臓 ○  〉  

●膵膿 ○  〉  ・小腸 ○  〉  

．眼坪・ミ・  ・モのイむ毒、三・  

ニ；こ眼挿そしり他は こrJ】画面で屈ま尺するこ亡IJでき去廿′い  

昔打郎選言れ富力十■には印刷されま寸ので、二白月で亡‥竃己フ＼してイニ軋■  

回ヱ・払は、心詣か停止した死後・移植の牒に を追捕した誼器勘定供します  

いりと薫灯しノこ「3三完は】㌘惜しよせんl  

親族優先提供の意思の追加の方法  

＊変更画面で、1もしくは2または、1および2を選択した方が、   

親族への優先提供の意思を追加登録できる  

＊親族への優先提供に関する項目をチェックすると解説ページヘ  

鞘ずぺてく常駐ご■膵■打者淫供じ王ずこ  

平成22年1月17日より、新たに、臓器  

提供の意思に併せて、親族に対し臓器  

を優先的に提供する意思を表示できる  

ことになりました。   

親族への優先提供を希望する場合に  

は、注意事項をお読みいただき、同意し  

たうえでご登録ください。   

・膵臓 O  Y   

●そ¢他・； 

・腎臓  O  Y   

●眼球  

・ミ・眼托そ工卜胤ま こn画面て選択すミ・ことはできません・＝   

㌔▲お郵送さ才1三ノカートには印刷享れますユノで、ニ自射プ（コγ竃己7・んて、ださいゃ  

□ 3払は、誼器を膵似ノません  

個人情報入力欄  

今寺真の普及啓発lこ役立てるため、この登録サイトをお知りにな－＝・たきっかけを教えてくだ乱1。  

登録サイトをあ知りになったぎっかけ  検索サイト   

上記の選択肢に無い場合  



資料3－3  

臓器提供意思表示カード・シールの記載箇所  

【臓器提供意思表示カード】  

く該当する1．2．3．の番号を○で囲んだ上で  

享是供した：い月蔵書言を○で囲んで下さい〉  

私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器  
を提供します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

心臓・肺・肝臓・腎月蔵・膵臓■ノ」＼腸・眼球tその他（ ）  

私は、心臓力当事止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供  
します。  （×をつけた僻は提イ共しません）  

腎臓・膵臓・眼王求・その他（  ）  

3 私は、臓器を提供しません。  

署名年月日：  年  月  日  

本人署名（自筆）：   

家族署名（自筆）：  

（可能であれば、この意思表示カードをもっていることを却っている京阪折そのことの確認の為に著名して下さい。）  

【健康保険被保険者証】  

注息’け叶】．．‡頼を二■‡けようとするときには、この．．■lをその都度保険医療扱閲等の窓口 こ  

で通してくたきい。  
‖三所  

lI；Jl考  

※ 以下の構＝ま臓器提供に関する意思を表示する描として任用できます。記入する鳩舎  は、該当する1～3の訪号を○で囲んた上で‡是イ共したい臓器を○で回んで下さい。  
1払は、Jlil川二のL】■ll）いこi正し、、l】i竜牝撞、l毛細－1の乃に○で州んだ臓㍑をⅢ≠します。   

（×をつけた昭㍊り】上川〔しません。）  

心伯・仙川川い■川Il；いl洋服い小l障りIllりヱ・その他（   ）  

2 一山ま、心l榔川■川二した叱滝、lと柚の為に○で川んだ那机：；を1三上‡jtします。   

（×をつけた岨こt：；（津川l、しません。）  

■ ）  主・t  

…は、l 

そl∫＝l■．1て名ふ  《－．1て名年月「l〉  年  

【臓器提供意思表示シール】  

廃棄碧空蔑函     t＿′■H．、、．．＿山一■■W】．－・・・－一一一1 ▲その鮪r ‘珊他‘’；  
恋添短 r      ／¶ ノー一】【〃『㌧F－■l・モの他（ ）I  ニ＝コ  

＿」苧名年月印 ／エ＿」   

てリノ  

（ヒ㌫∴ （冨も年上。ご：  



親族優先提供に関する周知について  

（1）周知を行う時期   

前回作業班において、親族優先提供の制度は複雑であることから、十分な情報  

が出そろった段階で詳細な情報提供を行うべきとの議論があったことも踏まえ、  

どのように考えるか。  

① ガイドライン等の発出前  

具体的な制度の内容など、詳細な情報提供を行うことはできないものの、   

ポスターなどの媒体を用いて、（②の段階で）詳細情報を掲載するホームペ   

ージを見ていただくための周知を行うことが考えられるが、どうか。   

一 情報提供を行う場合、開始時期について、「できるだけ早い時期」と「ガ   

イドライン等発出直前」などがありうるが、周知効果という観点からどのよ  

うに考えるか。  

② ガイドライン等の発出後  

・①の周知活動を踏まえ、親族優先提供に関する制度の詳細情矧こついて、   

詳細な資料を作成し、厚生労働省及び（社）日本臓器移植ネットワークのホ  

ームページに掲載することで構わないか。  

（2）周知の対象、手段  

○ 対象者として3つの層が考えられるが、どのような手段で周知を行うか。   

例えば、表のような手段を用いることが可能であるが、どうか。  

属性   手段   

一般の方   各種媒体による周知  

（ホームページ、ポスター、Youtube厚生労働  

省チャンネル、定期刊行物など）   

すでに意思表示を行っている  ○各種媒体による周知   

方等   ○アクセス可能者への直接の働きかけ  

－システム登録者への連絡 等   

医療従事者   ○各種媒体による周知  

○アクセス可能者への直接の働きかけ  

・提供施設医師への連絡 等  



並 及 啓 発 対 象 者  

……■■‾‾…‾‾…‾  

時  期   普及内容  す正恵恵重義衰元モL＼盲元 
一般の方  医療従事者  

システム登朗 呈違妄   

□  

12月  法改正の概要周知  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

！○親族優先提 u    日供の実施に向けた普及啓発  

ー ー             ▼        ′    ；○改正法全般に関する普及啓発  
t  

ポスタ欄示（官公庁堰療施設等）  

意思表示カード設置箱用ポップによる周知  

＝トの通知発出！  
省令・ガイドライン  
改正時  ・優先的提供の内容  

・意思表示の方法等  

r一一一一′■‾‾‾‾‾I  

≧■ 
＿ 

；対する研修会；  

振族承諾書・C。！  
煙務基準書の！  

，  l配布   」＿＿＿＿＿＿＿＿＿。．」  
親族優先提供に  
係る施行日  
1月17日  ≡ ≡    ‖                                     定期刊行物 

：厚生労働  l  

政府公報（テレビ）（検討中）  l  

※省令・ガイドライン改正時に合わせて、（社）日本臓器移植ネットワークホームページからパンフレットのダウンロードを可能とすることとしている。   



資料4－2  

ポスター・ポップ・タックシールに記載する内容について  

○ポスターへの記載内容（改正法全般に関する普及啓発）   

1．法律改正について  

平成21年7月に臓器移植法が改正され、新たに、  

① ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾で臓器提供が可  

能になりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供  

も可能となります。  

② 臓器提供の意思に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書  

面により表示できます。   

2．施行日  

①については、平成22年7月17日   

（∋については、平成22年1月17日   

3．詳細内容の問い合わせ先  

・厚生労働省ホームページ  

・（社）日本臓器移植ネットワーホームページ  

○ポップtタックシールの記載内容（親族優先提供の実施に向けた普及啓発）   

1．法律改正について  

平成21年7月に法律が改正され、平成22年1月17日から臓器提供の  

意思に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示で  

きます。   

2．詳細内容の問い合わせ先  

・（社）日本臓器移植ネットワーホームページ   




